
【府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第７条規定の概要説明図】 
 
■ 第７条の基本的事項 

（中高層建築物の壁又は壁に代わる柱の面から高さの２倍の線が敷地境界線を超える場合の例） 

 

■ 第７条のただし書の事項 

（中高層建築物の壁又は壁に代わる柱の面から高さの２倍の線が敷地境界線の内外にわたる 

場合の例） 
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敷地境界線から高さの２倍の線（説明をする範囲） 

近隣関係住民の範囲 

建築物から高さの２倍の線 

敷地境界線から高さの２倍の線（説明をする範囲） 

（２Ｈは、中高層建築物の高さの２倍の距離をいう。） 

敷地境界線から高さの２倍の線（説明をする範囲） 
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